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指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外の 

サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 

（通知） 

 

 日ごろより、本市の介護保険事業にご協力賜わり、厚くお礼申しあげます。 

 さて、現在、指定通所介護事業所等において提供されている宿泊サービスについては、

平成 27 年４月 30 日付け、厚生労働省老健局振興課長、同老人保健課長、同高齢者支援課

認知症・虐待防止対策推進室長の連名通知「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及

び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関

する指針について」が発出されました。 

 本市においては、指定通所介護事業所等において行われる宿泊サービスの提供に当たっ

ては、利用者の尊厳の保持及び安全の確保を徹底する必要があることから、この通知の趣

旨を踏まえ、別添のとおり平成 27 年７月１日付けで「指定通所介護事業所等の設備を利用

し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び

運営に関する指針」を定めました。 

 つきましては、今後において、指定通所介護事業者が、各事業所において行う宿泊サー

ビスの提供に当たっては、本指針を遵守いただき、適切に運営するようお願いいたします。 

 また、平成 27 年７月１日付けの「指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を

定める条例」等の改正において、指定通所介護事業所等において、宿泊サービスを提供す

る場合における届出について規定いたしました。 

 届出方法等については、現在検討を進めており、詳細が決まり次第お知らせいたします

ので、ご対応いただきますよう併せてお願いいたします。 
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